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資料① 

綾部市議会 令和８年３月定例会 

議 案 説 明 資 料 

 

 ２月１８日 

 

招集告示  ２月２０日 

会  期  ３月２日～３月２７日（２６日間） 

付議案件  ４０件 

（内訳）条例関係 １４件：制定１件、一部改正１２件、廃止１件 

当初予算 １１件：一般会計１件、特別会計７件、 

                  公営企業会計３件 

補正予算  ９件：一般会計１件、特別会計５件、 

         公営企業会計３件 

そ の 他  ６件：人事案件４件、専決処分報告２件 

 

議第１号 綾部市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について 

１ 制定の理由 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施するに当たり、特定乳

児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため、条例を制定しようとする

もの。 

２ 制定の内容 

  子ども・子育て支援法による乳児等のための支援給付の対象となる特定乳児

等通園支援事業の利用定員に関する基準、事業の利用に関する詳細事項を定め

るなど、当該事業の運営に関する基準を規定 

３ 施行期日  

令和８年４月１日 

 

議第２号 綾部市行政手続条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

行政手続法の一部改正において、同法に定める聴聞の通知等に係る公示送達

をデジタル化することとされたため、同法の趣旨に則り、所要の改正を行おう

とするもの。 

２ 改正の内容 

公示送達について、インターネットを用いる方法で行うことを可能とするた

めの規定の整理 

３ 施行期日 

令和８年５月２１日 
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議第３号 綾部市ＵＩターン者定住支援住宅の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

１ 改正の理由 

白道路定住支援住宅の貸借期間満了による廃止に伴い、所要の改正を行おう

とするもの。 

２ 改正の内容 

白道路定住支援住宅に関する規定を削除 

名称 所在地 設置年度 戸数 家賃月額 

白道路定住支援住宅  白道路町木反田 51 番地 平成 27 年度 １戸 30,000 円 

３ 施行期日  

令和８年４月１日 

 

議第４号 綾部市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について 

１ 改正の理由 

常勤特別職の給料及び議員報酬の改定並びに近年の職員の処遇改善の状況等

を踏まえ、報酬を改定するなど、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

  特別職の職員で非常勤のものの一部について報酬改定を行うとともに別表を

整理 

  ＜報酬改定のある主な非常勤の特別職＞ 

（単位：円） 

職名 改定後 改定前 増減額 

選挙管理委員会の委員長 27,000 21,000 ＋6,000 

選挙管理委員会の委員 21,000 17,000 ＋4,000 

固定資産評価員 9,000 8,000 ＋1,000 

固定資産評価審査委員会の委員 7,000 5,000 ＋2,000 

３ 施行期日  

令和８年４月１日 
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議第５号 綾部市一般職職員の給与に関する条例等の一部改正について 

議第６号 綾部市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正

について 

１ 改正の理由 

国の人事院勧告に準じ、新たに第２種初任給調整手当を設けるなど、所要の改

正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

人材獲得競争が激しくなる中、最低賃金の上昇が続いている状況を踏まえ、月

例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を補てんす

るための手当（第２種初任給調整手当）を新設 など 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

議第７号 綾部市共同集会所等の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

中筋教育集会所及び中筋老人憩の家を用途廃止するため、所要の改正を行おう

とするもの。 

２ 改正の内容 

中筋教育集会所及び中筋老人憩の家に関する規定を削除 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

議第８号 綾部市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、同法を引用する規定について、所要

の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

同法を引用する規定の条項ずれに伴う規定の整理（小規模保育事業の満３歳以

上の児童への対象拡大に伴う同法の規定の整備によるもの） 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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議第９号 綾部市国民健康保険条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料に子ども・子育て支援納付金

を追加するなど、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）子ども・子育て支援金制度創設に伴い、被保険者数から徴収する保険料に子

ども・子育て支援納付金を追加 

（２）賦課限度額について子ども・子育て支援納付金分の追加等 

   ・子ども・子育て支援納付金分：３万円（新規） 

   ・基礎分：６７万円（現行６６万円） 

（３）保険料の軽減に係る所得判定基準の引上げ 

   ・５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に

乗ずべき金額：３１万円（現行３０万５千円） 

   ・２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に

乗ずべき金額：５７万円（現行５６万円） 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

議第１０号 綾部市介護保険条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和７年度税制改正による保険料段階の

移動の影響を回避し、介護保険料の収入不足を防ぐことを目的とした令和８年度

の特例措置を講じるため、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）保険料率の算定に関する合計所得の額の算定方法の特例並びに市町村民税世

帯非課税者及び市町村民税が課されていない者の基準の特例に関する規定を追

加 

（２）令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の減免に関する規定を追加 

３ 施行期日  

令和８年４月１日 

 

議第１１号 綾部市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につ

いて 

１ 改正の理由 

国の人事院勧告に準じ、新たに第２種初任給調整手当を設けるため、所要の改

正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

第２種初任給調整手当を新設 

３ 施行期日  

令和８年４月１日 
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議第１２号 綾部市火災予防条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令等の一部改正に伴い、対象火気設備に

簡易サウナ設備を追加するなど、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）対象火気設備に簡易サウナ設備を追加し、当該設備の位置及び構造に係る

基準を設定 

（２）火を使用する設備等の届出対象に簡易サウナ設備を追加 など 

３ 施行期日  

令和８年３月３１日 

 

議第１３号 綾部市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

１ 改正の理由 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補

償基礎額を改定するため、所要の改正を行おうとするもの。 

２ 改正の内容 

（１）非常勤消防団員等の損害補償に係る補償基礎額を改定 

（単位：円）  

階級 
勤務年数 

10 年未満 10 年以上 20 年未満 20 年以上 

団 長 及 び 副 団 長  13,340（12,900） 14,170（13,700） 15,000（14,500） 

分団長及び副分団長 11,670（11,300） 12,500（12,100） 13,340（12,900） 

部長、班長及び団員 10,000（ 9,700） 10,840（10,500） 11,670（11,300） 

備考：（ ）内は現行の補償基礎額 

（２）消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額の最低額を 9,700 円から

10,000 円に、最高額を 14,500 円から 15,000 円に引上げ 

（３）扶養に係る補償基礎額の加算額（日額）を改定 

   ・配偶者：廃止（現行 100 円） 

   ・２２歳までの子：433 円（現行 383 円） 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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議第１４号 綾部工業団地水処理センターの設置及び管理に関する条例の廃止に

ついて 

１ 廃止の理由 

工業団地内の生活雑排水の処理を綾部第２浄化センターへ切り替えることに

伴い、綾部工業団地水処理センターの供用を廃止するため、条例を廃止しようと

するもの。 

２ 施行期日  

令和８年４月１日 

 

議第１５号～議第２５号 令和８年度当初予算⇒別掲 

 

議第２６号～議第３４号 令和７年度補正予算⇒別掲 

 

同第１号 綾部市公平委員会委員の選任について＝当日配布 

１ 提案の理由 

委員３人中１人について、令和８年３月２２日に任期満了となるため、その後

任委員について、議会の同意を求めるもの（任期４年）。 

 

諮第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について＝当日配布 

１ 提案の理由 

委員８人中１人について、令和８年６月３０日に任期満了となるため、その後

任委員の推薦について、議会の同意を求めるもの（任期３年）。 

 

諮第２号 人権擁護委員の候補者の推薦について＝当日配布 

１ 提案の理由 

委員８人中１人について、令和８年６月３０日に任期満了となるため、その後

任委員の推薦について、議会の同意を求めるもの（任期３年）。 

 

諮第３号 人権擁護委員の候補者の推薦について＝当日配布 

１ 提案の理由 

委員８人中１人について、令和８年６月３０日に任期満了となるため、その後

任委員の推薦について、議会の同意を求めるもの（任期３年）。 

 

報第１号 専決処分事項の報告について⇒別掲 

令和７年度綾部市一般会計補正予算（第６号） 

専決日 令和７年１２月２２日 

 

報第２号 専決処分事項の報告について⇒別掲 

令和７年度綾部市一般会計補正予算（第７号） 

専決日 令和８年１月２３日 

 


